
 

 
 

JSTOA（自）25 第44号  
2 0 2 6 年 ３ 月 1 6 日   

 
各 位 

 
一般社団法人 日本STO協会 
会 長 北 尾 吉 孝 

 
「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」等の 
一部改正について 

 
今般、政府の成長戦略及び規制改革実施計画等において、我が国のスタートアップ

等の企業について、非上場株式の発行市場及び流通市場を活性化することを通じて、
円滑な資金調達の途を確保する必要がある旨提言されたことを受け、日本証券業協会
において「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」等を
改正し、対象顧客がリスク許容度や投資判断能力の高い者等に限られる登録PTS銘柄
に係る規制緩和等を行うことといたしております。 
当該規則の改正の検討に当たっては、本協会においても同様の改正を行う必要があ

るかについて検討を行った結果、同趣旨の改正は不要という結論に達した一方で、取
次型登録PTS業務における電子記録移転権利の取扱いについて、規則上平仄が合わな
い箇所がある旨の指摘があったことを受け、「私設取引システムにおける電子記録移
転権利の取引等に関する規則」の一部を改正することとし、１月20日（火）から２月
18日（水）17時までの間、パブリックコメントの募集を行いましたが、寄せられた意
見はございませんでした。 
そこで、別添資料のとおり「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等

に関する規則」の一部を改正することとし、併せて「私設取引システムにおける電子
記録移転権利等の取引等に関する規則の考え方（ガイドライン）について」の一部も
改正することといたしましたので、ご通知申し上げます。 
 

以  上 
 



 

 
 
〇 本件に関するお問い合わせ先 

一般社団法人日本ＳＴＯ協会 
自主規制企画・業務部 
電話：03‐6272‐8327 



 

 

 

「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」の 

一部改正に関するパブリックコメントの結果について 

 

 

 ２０２ 6 年３月 1 6 日 

一般社団法人日本ＳＴＯ協会 

 

 

 

本協会では、「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」の一

部改正につきまして、１月 20 日（火）から２月 18 日（水）17 時まで、パブリックコメン

トの募集を行いました。 

 

その結果、当該期間内に寄せられた御意見はございませんでしたので、別紙のとおり 

諸規則の一部改正を行うことといたします。 

 

 

以  上 
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１．改正の趣旨

〇 取次型登録PTS業務における登録PTS銘柄の範囲の修正

➢ 現在「電子記録移転権利の募集の取扱い等及び引受けに関する規則」第３条第１項の規

定により、電子記録移転権利の私募を行う場合は、金融商品取引法第二条に規定する定

義に関する内閣府令第９条の２第１項第１号イ⑴から⑸までに該当する者以外の者に対

して投資勧誘を行ってはならないこととされている。これは適用除外電子記録移転権利

と同様の勧誘範囲となっており、両者は実質的にイコールの関係であるにもかかわらず、

電子記録移転権利全体が取次型登録PTS業務における登録PTS銘柄となっている一方、適

用除外電子記録移転権利は当該業務に係る登録PTS銘柄とはなっていない。そこで、平

仄を合わせるため、以下のとおりの改正を行う。

2

＜改正後＞

＜登録PTS銘柄＞

＜改正前＞

＜登録PTS銘柄＞

＜自社顧客型PTS業務＞

＜取次型型PTS業務＞

＜自社顧客型PTS業務＞

＜取次型型PTS業務＞

電子記録移転権利
適用除外電子記録移転権利

電子記録移転権利
適用除外電子記録移転権利

電子記録移転権利 電子記録移転権利
（私募で取扱ったものを除く）
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「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」 

の一部改正について 

 

2 0 2 6 年 ３ 月 1 6 日 

一般社団法人 日本 STO 協会 

 

 

１．改正の趣旨  

電子記録移転権利の私募等の取扱いに関しては、「電子記録移転権利の募集

の取扱い等及び引受けに関する規則」第 3 条第 1 項の規定において、適用除

外電子記録移転権利同様、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内

閣府令第９条の２第１項第１号イ⑴から⑸までに該当する者以外の者へ勧誘

が出来ないこととされている。 

一方で、「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規

則」においては、発行時の募集形態が私募等の取扱い等である電子記録移転

権利については、取次型登録 PTS 業務での取り扱いができることとなってお

り、平仄が合わない等の指摘があったところである。 

そこで、今般、取次型登録 PTS 業務において対象となる登録 PTS 銘柄の

平仄を合わせるため、「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等

に関する規則」の一部を改正することとする。 

  

２．改正の骨子  

「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」及

び「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則の

考え方（ガイドライン）について」において、以下のとおり改正を行う。  

 

⑴ 「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」

の一部改正 
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① 登録 PTS 銘柄の定義において、正会員が規則第 19 号で規定する取次

型登録 PTS 運営業務を行う場合に限り、当該取次型 PTS 運営業務におい

ては電子記録移転権利のうち「電子記録移転権利の募集の取扱い等及び

引受けに関する規則」（以下「引受規則」という。）第３条第 1 項に規定

する私募等の取扱い等を行ったもの及び適用除外電子記録移転権利を除

くこととする。             （第２条第１項第１２号） 

 

 ② 登録 PTS 運営正会員は、電子記録移転権利又は適用除外電子記録移転

権利を新たに登録 PTS 銘柄に追加する場合に記載する、発行体又は運用

会社等のウェブサイト等における適時の情報提供の情報内容の公表等に

関する事項から、引受規則第３条第 1 項に規定する私募等の取扱い等を

行った電子記録移転権利及び適用除外電子記録移転権利を登録 PTS 銘柄

に追加する場合を除くこととする。     （第 7 条第２項第２号） 

  

 ⑵ 「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則

の考え方（ガイドライン）について」の一部改正について 

  ① 取次型登録 PTS 運営業務を行う場合、当該取次型 PTS 運営業務にお

いては電子記録移転権利のうち「電子記録移転権利の募集の取扱い等及

び引受けに関する規則」第３条第 1 項に規定する私募等の取扱い等を行

ったもの及び適用除外電子記録移転権利を除くのは何故かについて明確

化した。 

（第２編：登録 PTS）【第２条第１項第 12 号（登録 PTS 銘

柄）関係】Q2 

 

  ② 令和５年改正金商法（書面交付のデジタル化関係）の施行を踏まえ、

「契約締結前交付書面」の文言の修正を行う。 

（第１編：認可 PTS 及び第２編：登録 PTS）【第 13 条関係

（上場有価証券等との誤認防止措置）関係】Q２ 
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３．施行の時期 

この改正は、2026 年３月 16 日から施行する。 

 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先： 

一般社団法人 日本 STO 協会 

自主規制企画・業務部（TEL 03-6272-8327） 

 

 

以 上 
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「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」の 

一部改正について 

2026年３月 16日 

 

改正後 改正前 

  

私設取引システムにおける電子記録移転権

利等の取引等に関する規則 

私設取引システムにおける電子記録移転権

利等の取引等に関する規則 

  

（定義） （定義） 

第２条     （ 現行どおり ） 第２条   （ 省  略 ） 

1～11    （ 現行どおり ） １～11   ( 省  略 ） 

12 登録 PTS銘柄 12 登録 PTS銘柄 

電子記録移転権利及び適用除外電子

記録移転権利（ただし、正会員が第 19

号で規定する取次型登録 PTS運営業務を

行う場合に限り、当該取次型 PTS運営業

務においては電子記録移転権利のうち

「電子記録移転権利の募集の取扱い等

及び引受けに関する規則」（以下「引受

規則」という。）第３条第 1 項に規定す

る私募等の取扱い等を行ったもの及び

適用除外電子記録移転権利を除く。）の

うち、金商法第 30 条第１項第４号に掲

げる有価証券であって、正会員が自ら

開設する登録 PTSにおける取引の対象と

するものをいう。 

電子記録移転権利（ただし、正会員

が第 20号で規定する自社顧客型登録 PTS

運営業務を行う場合に限り、当該自社

顧客型登録 PTS運営業務においては電子

記録移転権利及び適用除外電子記録移

転権利とする。）のうち、金商法第 30条

第１項第４号に掲げる有価証券であっ

て、正会員が自ら開設する登録 PTSにお

ける取引の対象とするものをいう。 

  

（発行体との契約締結） （発行体との契約締結） 

第７条  （ 現行どおり ） 第７条    （ 省  略 ） 

２    （ 現行どおり ） ２     （ 省  略 ） 

１   （ 現行どおり ） １     （ 省  略 ） 

２ 発行体又は運用会社等のウェブサイ

ト等における適時の情報提供の情報内

容の公表等に関する事項（引受規則第

３条第1項に規定する私募等の取扱い等

を行った電子記録移転権利及び適用除

外電子記録移転権利を登録PTS銘柄に追

加する場合を除く。） 

２ 発行体又は運用会社等のウェブサイ

ト等における適時の情報提供の情報内

容の公表等に関する事項（適用除外電

子記録移転権利を登録PTS銘柄に追加す

る場合を除く。） 

３～５  （ 現行どおり ） ３～５    （ 省  略 ） 

  

付     則  

  

この改正は、2026年３月 16日より施行す

る。 
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「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する 

規則の考え方（ガイドライン）について」の一部改正について 

（改正部分は下線のとおり） 

 

令 和 5 年 6 月 3 0 日 

令和６年 11 月 21 日（改正） 

2026 年３月 16 日（改正） 

 

一般社団法人日本 STO 協会 

 

改 正 後 改 正 前 

現行どおり 「私設取引システムにおける電子記録

移転権利等の取引等に関する規則」（以

下「規則」といいます。）の考え方は、

以下のとおりです。 

  

（第１編：認可 PTS） （第１編：認可 PTS） 

  

【第 13 条関係（上場有価証券等との誤

認防止措置）関係】 

【第 13 条関係（上場有価証券等との誤

認防止措置）関係】 

Q1：   現行どおり Q1：     省 略 

A1：   現行どおり A1：     省 略 

  

Q２：   現行どおり Q２：規則第13条第２項に関し、認可PTS

取引正会員はどのように説明を行うこ

とが考えられるか。また、特定投資家に

も説明を行う必要があるか。 

  

A２：認可 PTS 銘柄が上場有価証券では A２：認可 PTS 銘柄が上場有価証券では
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ない旨を契約締結前の情報提供の情報

に含めて提供する等により説明するこ

とが考えられます。顧客が特定投資家

であり、契約締結前の情報提供を要し

ない場合でも、説明を行うことが必要

です。 

その他、上場有価証券と流動性や情

報開示の内容・頻度に違いがあること

等の非上場認可 PTS銘柄取引に固有の

リスク等について、契約締結前の情報

提供の情報に含めて提供する等の適切

な方法により説明を行うことが望まし

いと考えられます。 

 

ない旨を記載した契約締結前交付書面

等により説明することが考えられま

す。顧客が特定投資家であり、契約締結

前交付書面の交付を要しない場合で

も、説明を行うことが必要です。 

その他、上場有価証券と流動性や情

報開示の内容・頻度に違いがあること

等の認可 PTS銘柄取引に固有のリスク

等について、契約締結前交付書面に記

載する等の適切な方法により説明を行

うことが望ましいと考えられます。 

  

（第２編：登録 PTS） （第２編：登録 PTS） 

  

【第２条第１項第 12 号（登録 PTS 銘

柄）関係】 

【第２条第１項第 12 号（登録 PTS 銘

柄）関係】 

Q1：   現行どおり Q1：     省 略 

A1：   現行どおり A１：     省 略 

  

Q２: 取次型登録 PTS 運営業務を行う場

合、当該取次型 PTS 運営業務において

は電子記録移転権利のうち「電子記録移

転権利の募集の取扱い等及び引受けに関

する規則」第３条第 1 項に規定する私募

等の取扱い等を行ったものを除くとして

いるのは何故か。 

     新 設 
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A2：電子記録移転権利のうち「電子記録

移転権利の募集の取扱い等及び引受け

に関する規則」（以下「引受規則」とい

う。）第３条第 1 項に規定する私募等の

取扱い等を行ったものに関しては、適

用除外電子記録移転権利同様、その投

資家の範囲が金融商品取引法第二条に

規定する定義に関する内閣府令第９条

の２第１項第１号イ⑴から⑸までに該

当する者とされており、当該投資家以

外の者への移転が禁止されていること

から、現時点において、これらの投資家

へ販売された電子記録移転権利等が、

取次型登録PTS運営業務の対象となる

可能性はないとの意見が正会員から寄

せられたためです。 

  将来的に、電子記録移転権利の私募

等の取扱い等に関し、引受規則の見直

しを行った場合は、当該取扱いも見直

す可能性があります。 

 

    新  設 

【第 13条（上場有価証券等との誤認防止

措置）関係】 

【第 13条（上場有価証券等との誤認防止

措置）関係】 

Q1：   現行どおり Q1：     省 略 

A1：   現行どおり A１：     省 略 

  

Q２：   現行どおり Q２：規則第13条第４項に関し、登録PTS

取引正会員はどのように説明を行うこ
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とが考えられるか。また、特定投資家に

も説明を行う必要があるか。 

  

A２：登録 PTS 銘柄が上場有価証券及び

非上場認可PTS銘柄ではない旨を契約

締結前の情報提供の情報に含めて提供

する等により説明することが考えられ

ます。顧客が特定投資家であり、契約締

結前の情報提供を要しない場合でも、

説明を行うことが必要です。 

その他、前記 A1 の①～④の登録 PTS

銘柄取引に固有のリスク等について、

契約締結前の情報提供の情報にその旨

を含めて提供する等の適切な方法によ

り説明を行うことが望ましいと考えら

れます。 

A２：登録 PTS 銘柄が上場有価証券及び

認可PTS銘柄ではない旨を記載した契

約締結前交付書面等により説明するこ

とが考えられます。顧客が特定投資家

であり、契約締結前交付書面の交付を

要しない場合でも、説明を行うことが

必要です。 

その他、前記 A1 の①～④の登録 PTS

銘柄取引に固有のリスク等について、

契約締結前交付書面に記載する等の適

切な方法により説明を行うことが望ま

しいと考えられます。 

 

以  上 
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